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  AP通信社は11月21日、「福島第一原発の事故による健康被害の実態は、明らかにならない可能性が
ある」という記事を配信した。これを読むと、次のような疑問が浮かぶ。「人々をできるだけ被ばくから守
り、犠牲を最低限に食い止めるための最適な方策を、いったいどの機関が日本政府に進言できるだろう
か」。 福島原発の管理者は、原発の計画をたて、建設を実行した最初の誤ちから、津波到来の１時間も
前、すでに地震によって原発が壊れていたことを隠蔽した過ちまで、一貫して責任を負っている。これは明
らかな人災で、結果として、環境中への放射能漏れの対応に遅れが生じた。

●● IAEAに従属するWHO

  1946年の世界保険機構（ WＨO）憲章で、WHOは、医療部門において適正な技術を提供する義務
がある、と定められている。緊急時には、政府が要請するか、あるいはWHOの介入に合意が得られたあと
で、その役割を実行することになっている。WＨOは健康に関する全ての情報、アドバイスおよび援助を与
え、健康に関する世論をしっかり記録に残す義務がある。ところが、これらの義務はまったく遂行されてい
ない。 
  WＨOはもともとこうだったわけではない。1957年に設立された国際原子力機関（ＩＡEＡ）との間で交
わされた合意（1959年、 WHＡ12.40）によって、原子力分野での独立性を失ったのである。より最近で
は、放射線関連分野におけるWＨOの活動は縮小しており、福島に介入したのもＩＡEＡであった。
  あまり問題とされてはいないが、ＩＡEＡは、福島やチェルノブイリのような原発大惨事が起こるたびに、
大きな決定権を発揮できる、という国際原子力機関憲章をもつ。ＩＡEＡは自らの憲章に忠実で、１９９６
年４月８日～１２日にウィーンで開催されたチェルノブイリに関する国際会議会報のように、ＩＡEＡ出版
物には度々、憲章の第二条が引用されている。ＩＡEＡの主要目的は「全世界の平和、健康、繁栄に対して
原子力産業が果たす役割を推進し拡大すること」なのである。
  言い換えれば、国連組織であるＩＡEＡは、原子力産業を推進し、その商業プロジェクトを支援するため
の機関である。WＨO、FAO（国連食糧機構）、ユニセフなどの国連諸機関のなかで、ＩＡEＡはその最上
部に位置している。さらに、法的に見ると、WＨOは、健康および放射線分野での独立性をもたない、ある
いは存在すらしていない。原子力産業を代弁するＩＡEＡは、深刻な病気の数 と々放射能の関係を認めな
い。彼らの意図は原子力産業を保護することであり、放射能汚染から人々を保護したり被災者を支援す
ることではない、とＩＡEＡの指針にはっきり示されている。
  従って、国の保健当局は、原発事故の際にＩＡEＡに忠告を求めてはならない。ＩＡEＡは経済的配慮を
優先するため、被ばくによると思われる健康被害を過小評価したり否定したりする。その結果、強度の汚



染地域からの住民の避難が遅れる可能性もある。

●● まず性差に表れる放射線の影響

  行政が福島の住民、特に放射能の影響を受けやすい子供たちにヨード剤を配布しなかったのは理解に
苦しむ。ヨード剤は高価なものではない。ポーランドの例を見るように、たとえ百万単位の子供たちに配布
しなければならないとしても、効果があったことだろう。原発から放出されたヨウ素１３１が到来する前に
一錠飲むだけで予防になった。
  AP通信社の記事は、原発事故の影響がまず子供たちに現れることを伝えていない。細胞分裂の早い成
長期の子供は、成人に比べて千倍も放射能の影響を受けやすい。妊娠八週以内の胎芽が死亡するリス
クもある。すなわち早期流産である。８６年のチェルノブイリ事故前の統計と比較すると、事故後、女児新
生児の５％が死亡している。最も汚染されたベラルーシとロシアでは、このために新生児の男女比が最大
となっている。分娩時の女児死亡はチェルノブイリ後の東欧およびバルカン諸国でも見られ、ドイツでも同
様に急増した。しかし汚染が局地的あるいはほとんどなかったフランスやスペインでは性差にあまり差異
は見られなかった。このデータは性比が放射能汚染の度合いに比例して変化することを示している。
  通常の性比は男１０４５に対して女１０００前後で、地域別に見ても大差はない。放射能の影響で性比
が変化した例は他にもある。例えば高濃度のトリウムを含むモナザイト岩地域、インドのケララ谷は、自然
放射線レベルが通常の６倍も高く、ここの住民にはダウン症などの先天性異常が多い。また、自然放射線
レベルが通常の周辺地域には見られない性比が認められている。(Padmanabham)
  チェルノブイリでは死産、周産期死亡および先天性異常の増加が見られた。もっと後になってからだが、
心臓の先天異常も見られた。5 0年代に行われたアリス・スチュワート医師の研究では、胎内で被ばくした
胎児は後に白血病や癌（脳腫瘍）を発病するリスクが高いことが分かっている。

●● 放射線と免疫機能低下

  チェルノブイリでは子供たち、特に小さい子供や幼児の１型糖尿病が増加し、昏睡の症状が確認され
た。通常は、遺伝的要因からくる自己免疫異常や新たな突然変異によるものだが、チェルノブイリで１型
糖尿病を発病した小さい子供や幼児たちは糖尿病家系ではないことが特徴的だった。
  事故後、被ばくが免疫機能に影響を与えることがベラルーシで明らかとなっている。そのため、福島周辺
住民の白血球および抗体グロブリンの長期的調査が必要である（チトフ教授の研究を参考）。調査結果
は、福島から離れた九州などの汚染されていない地域の対象群と比較しなければならない。
  汚染地域の子供たちの免疫調査では、膵臓ランゲルハンス島のベータ細胞および甲状腺細胞に対する
自己抗体に注意を払う必要がある。橋本甲状腺炎の原因には１型糖尿病と同じように遺伝子が関連する
と考えられている。性ホルモンなどその他の内分泌腺は、特に思春期に機能不全を引き起こすリスクがあ
る。たとえば、生理の遅れやウクライナで急増した男性不妊症だ。アレルギー性疾病も汚染地域の子供た
ちの間で増加すると思われるが、これらの調査はいずれも、非汚染地域の対象群と比較すべきである。
チェルノブイリでペレヴィナ教授が子供にレントゲンを短時間照射し細胞の過敏性（リンパ球培養）を調
査したが、同じ調査を福島でも行う必要がある。
  食品による内部被ばくにより免疫が低下したチェルノブイリの子供や幼児は、事故から何年も経ってか
らも頻繁に感染症にかかっている。汚染されていない地域に比べて合併症や慢性化によって悪化する率
が高い。



  被ばくによって引き起こされるゲノム不安定性は遺伝的に受け継がれる。調査は、子どもの祖父母から
始まって、これから何世代にも渡って続ける必要がある。

●● 被ばくとガン

  甲状腺ガンは五歳児では百万人に一人という、子どもには稀な病気だが、今後は五歳未満の子供たち
の間でも増大するだろう。被ばくした胎児・新生児の場合、甲状腺ガンの潜伏期間は非常に短く、浸潤性
の甲状腺乳頭ガンが極めて速く進行する可能性がある。チェルノブイリ後、甲状腺腫、甲状腺炎および甲
状腺機能不全などの甲状腺の病気が増加した。その他のガンは潜伏期間が長く、最大で３５年である。ス
ウェーデンのクロンベルクとベラルーシのオケアノフは、チェルノブイリ事故から十年後に様々なガンが増
加する、という明白な傾向をつかみ、二十年後には一般的なガンの発生率が統計的に顕著に上昇するこ
とを確認した。
  放射線を受けた若い人々は、若くしてガンを発病するなど、若年性老化のリスクがある。被ばく量の等し
い〈リクビダートル〉（原発事故処理作業員）たちと比較すると、若い〈リクビダートル〉の発ガン率は年配の

〈リクビダートル〉より著しく高かった。オケアノフはまた、被ばく総量より被ばくした時間の長さがよりリス
クを高める要因であることを示した（１９９６年４月８日～１２日のウィーン国際会議のＩＡEＡ会報２７９
ページ参照）。ガンの調査においては、年々減少するであろう死亡率を要因にするのではなく、特に被ば
くした人々の発ガン率、また従来より２０年早まるであろう発ガン年齢に注目する必要がある。発ガン率
と発ガン年齢は１０～２０年後、統計的に顕著な変化が見られると思われる。若い〈リクビダートル〉の失
明も、年配者より頻繁に発生した。これは微小循環障害を伴う網膜の変性疾患で、数年後に黄斑に現れ
る。
  チェルノブイリ事故後、最初の死因はガンではなく、脳と心臓の合併症を伴う心臓血管病と高血圧だっ
た。医師にはこうした合併症の予防に力を尽くして欲しい。
被ばくした幼児は、通常より若い年齢で橋本甲状腺炎および１型糖尿病を示す危険がある。性ホルモン
の異常による症状などその他の内分泌腺の病気は性機能を不調にし、特に思春期の女性には生理の遅
れ、男性には男性不妊症という症状が現れる。 

●● 内部被ばくを避けるには

  放射能から子供を守るために最も重要なのは、食べ物による内部被ばくを避けることだ。危険なのは外
部被ばくよりもむしろ内部被ばくである。体内に取り込まれた放射性物質は、胸腺、内分泌腺、脾臓、骨の
表面および心臓といった特定の内臓に蓄積する。チェルノブイリの事故後にバンダジェフスキーが行った
研究によると、大人の内臓に蓄積された濃度の二倍近いセシウム１３７が同地域の子供の内臓から検出
された。最も濃度の高かったのは、新生児、乳幼児の膵臓および胸腺だった。
  チェルノブイリ後にセシウム１３７が体内に蓄積された子供たちの八割は病気で、心臓疾患も多い。事
故前のベラルーシでは健康に問題のある子供は２割程度で、ベラルーシの汚染されていない地域では事
故後でも変化が見られなかった。
  子供たちは放射線測量計を身につけるより、ホールボディカウンターを定期的に学校に搬送し、子供た
ちのセシウム１３７体内蓄積量を調査する必要がある。体重１キロ当たり２０ベクレルの値を超えている
場合にはペクチンを与え、汚染された食品の摂取を避ける必要がある。また子供を汚染地域外でしばし
ば保養させるのも効果的だ。



  ペクチンはストロンチウム９０、セシウム１３７、ウラン誘導体の体内摂取を減らすとともに、体外への排出
を促進する。イタリア、イスプラの欧州委員会研究所の専門家たちは、ペクチンが安全で放射能の排出に
効果的なサプリメントであるとみなしている。 
(Nesterenko V.I.他「アップルペクチンによるチェルノブイリの子どもの体内のセシウム１３７の除去効果」 
SMW 134: 24-27. 2004)
  汚染された子供たちには、抗酸化物質として作用するビタミンE、ビタミンＡ、カロチンも有効であり、ニン
ジン、赤かぶ、赤い果物などを与えるのが効果的だ。
  以上はAP配信記事に対する意見である。記事によると、放射能事故を原因とする成人の死亡例はまだ
出ていないようだ。汚染地域で小児科医、遺伝学者、免疫学者たちによる出生時から思春期までの継続し
た疫学調査・医学調査を行うことを強く要請したい。この調査には、汚染されていない地域で、年齢・性別
の分布、職業、生活水準、居住地域の人口密度など環境的に類似した対象群を選ぶことが重要である。
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